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(57)【要約】
【課題】　簡素な構成でモジュラープラグの誤抜去を未
然に防ぐことができるプラグ検出装置を提供する。
【解決手段】　複数のモジュラージャック個々について
モジュラープラグの挿入状態の当否を検出する複数の挿
入検出器２０と、複数のモジュラージャック個々につい
てレバー付きロック爪の起立状態／伏倒状態を検出する
複数のロック検出器３０と、モジュラープラグの挿入状
態が検出され、かつ、レバー付きロック爪の伏倒状態が
検出されたときに、モジュラープラグが当該モジュラー
ジャックから抜去されようとしていると判断する制御部
１０と、制御部１０による判断に基づき、その旨を複数
のモジュラージャック個々について発光によって報知す
る複数の抜去予報知ランプ４０とを有している。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュラージャックを有する電子機器に
適用され、複数のモジュラージャック個々に対するモジュラープラグの挿抜状態を検出す
るプラグ検出装置であって、
　各モジュラープラグは、プラグインシュレータに植設されたプラグコンタクトと、プラ
グインシュレータから延びるように形成されたレバー付きロック爪とを備え、
　各モジュラージャックは、プラグインシュレータを受容する受容孔部ならびにレバー付
きロック爪が係合するロック壁面が形成されたジャックインシュレータと、ジャックイン
シュレータに植設され、挿入されたモジュラープラグのプラグコンタクトと接続するジャ
ックコンタクトとを備え、
　レバー付きロック爪は、ロック壁面に係合してモジュラージャックに対するモジュラー
プラグの挿入状態を保持する起立状態に付勢されている一方、モジュラープラグの挿入状
態の際に伏倒状態へ操作されることによってロック壁面から係合解除され、これにより、
モジュラージャックからモジュラープラグの抜去を許すものである、プラグ検出装置にお
いて、
　ジャックコンタクトとプラグコンタクトとの接続に基づいて複数のモジュラージャック
個々に対するモジュラープラグの挿入状態の当否を検出する複数の挿入検出器と、
　複数のモジュラージャック個々に挿入されたモジュラープラグのレバー付きロック爪の
起立状態／伏倒状態を検出する複数のロック検出器と、
　モジュラープラグのモジュラージャックへの挿入状態が前記挿入検出器によって検出さ
れ、かつ、レバー付きロック爪の伏倒状態が前記ロック検出器によって検出されたときに
、モジュラープラグが当該モジュラージャックから抜去されようとしていると判断する制
御部と、
　複数のモジュラージャック個々について、モジュラープラグが抜去されようとしている
との前記制御部による判断に基づき、その旨を発光によって報知する複数の抜去予報知ラ
ンプとを有することを特徴とするプラグ検出装置。
【請求項２】
　電子機器は、複数のモジュラージャック個々に対して設けられ、複数のモジュラージャ
ック個々について各ジャックコンタクトを介した通信状況を検出する複数の通信状況検出
部と、複数のモジュラージャック個々に対して設けられ、複数のモジュラージャック個々
について通信状況を点滅によって表示する複数の通信表示ランプとをさらに有するもので
あり、
　前記複数の挿入検出器は、複数の通信状況検出部と兼用に構成され、
　前記複数の抜去予報知ランプは、複数の通信表示ランプと兼用に構成され、複数のモジ
ュラージャック個々についてモジュラープラグが抜去されようとしているとの前記制御部
による判断に基づき、その旨を通信状況の表示とは異なる周期の点滅によって報知する請
求項１に記載のプラグ検出装置。
【請求項３】
　前記制御部は、モジュラープラグを抜去すべきモジュラージャックを示す抜去該当情報
を外部から取得し、さらに、モジュラープラグが当該モジュラージャックから抜去されよ
うとしていると判断したとき、当該モジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行う
べきものであるか／否かを前記抜去該当情報に基づいて判別し、
　前記抜去予報知ランプは、モジュラープラグが抜去されようとしているとの前記制御部
による判断結果と、当該モジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきもので
あるか／否かの該制御部による判別結果とに基づき、モジュラープラグが抜去されようと
している旨を、当該モジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきものである
か／否かで周期を違えた点滅で区別して、報知する請求項１または２に記載のプラグ検出
装置。
【請求項４】
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　前記複数のロック検出器は、モジュラージャックのジャックインシュレータと個別かつ
単一の部材である支持部材を介して、ジャックインシュレータに取り付けられている請求
項１乃至３のいずれか一項に記載のプラグ検出装置。
【請求項５】
　前記ロック検出器は、レバー付きロック爪の起立状態／伏倒状態を、機械動作をする接
点の接触／離脱によって検出する機械スイッチ式、検出光の透過率の低下／上昇によって
検出する光学検出式、圧電素子の検出信号によって検出する圧力検出式、あるいは、静電
容量の変化によって検出する静電容量検出式である請求項１乃至４のいずれか一項に記載
のプラグ検出装置。
【請求項６】
　前記複数のモジュラージャックと、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のプラグ検出
装置とを有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュラージャックを有する
スイッチングハブ等の電子機器に適用され、各モジュラージャックに対するモジュラープ
ラグの挿抜状態を検出するプラグ検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モジュラージャックや、端部にモジュラープラグを備えたモジュラーケーブルとしては
、例えば、米国ＡＮＳＩ／ＴＩＡ－９６８－Ａで規格された８Ｐ８Ｃタイプが広く知られ
ている。この８Ｐ８Ｃモジュラージャックを有する電子機器は数多くあるが、複数のモジ
ュラージャックを有するものとしては、例えば、スイッチングハブ、ルータ、電話交換機
等がある。
【０００３】
　複数のモジュラージャックを有する電子機器として、例えばスイッチングハブを使用し
ていく上で、スイッチングハブと他の電子機器との接続体系を変更することがある。この
場合、スイッチングハブのモジュラージャックに挿入されているモジュラープラグを抜去
する必要があるが、複数のモジュラージャックが並んで形成されている場合には、抜去す
べきモジュラープラグとは異なるモジュラープラグを作業者が抜去してしまう誤抜去が起
こり得る。この際、仮に誤抜去されたモジュラープラグを介して通信が行われていた場合
は、意図しない通信断が発生することになるため、誤抜去の防止策が望まれる。
【０００４】
　ところで、主に業務用として用いられるスイッチングハブには、例えば、ＪＩＳや米国
ＥＩＡで規格された１９インチラック等と通称されるラック規格に対応したものがある。
１９インチラックに対応したスイッチングハブは、幅５００ｍｍ近くもある幅広い筐体を
有しているため、例えば２４個もの多数のモジュラージャックが僅かな間隔を置いて筐体
の幅方向に並列して設けられている。一方、１９インチラックに対応した電子機器の高さ
寸法については、１～４Ｕ（ユニット）程度のものがある。ここで、１Ｕは、ＥＩＡの場
合は１．７５インチ（４４．４５ｍｍ）である（ＪＩＳの場合は、１Ｕは５０ｍｍ）。近
年の電子機器の小型化に伴い、１９インチラックのスイッチングハブとしては、高さ１Ｕ
の低背、薄型の筐体に複数（例えば、２４個）のモジュラージャックから成る段を僅かな
間隔を置いて筐体の高さ方向に２段並べて設けたものもある。このように、１９インチラ
ック対応のスイッチングハブは、筐体の幅方向および高さ方向共に僅かな間隔しか置かず
に多数のモジュラージャックが高密度に配置されているため、上述した誤抜去もより起こ
り易いといえる。
【０００５】
　誤抜去の対策として、例えば、特許文献１には、プラグの抜去に先立ち、該当するジャ
ックに対応したランプを点灯させることにより、どのジャックからプラグを抜去すべきか
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作業者に案内する技術が開示されている。また、特許文献２には、プラグの抜去に先立ち
、該当するジャックを挟む２つのランプを点灯させることによってどのジャックからプラ
グを抜去すべきか作業者に案内すると共に、該当するジャックのみプラグ抜去に対するロ
ックを解除することにより、案内しているにも拘わらず依然として起こり得る誤抜去を強
制的に不可能とする技術が開示されている。
【０００６】
　また、誤抜去自体の対策ではないが、特許文献３には、ジャックからプラグを抜去する
過程、即ち、プラグ抜去が完了する直前に、これらジャックおよびプラグを介して接続さ
れている電子機器の電源を自動的にオフにするようにした技術が開示されている。
【０００７】
　さらに、誤抜去の対策ではないが、特許文献４には、フラットケーブルと接続すると共
にフラットケーブルが不要に取り外されることがないように保持するクランプコネクタに
おいて、保持のための保護カバーが正しく閉じられていることを発光によって報知するよ
うにした技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－２３４７１０号公報
【特許文献２】特開２０１０‐１７６９９０号公報
【特許文献３】特開２００６‐２１０００１号公報
【特許文献４】特開２００２‐４２９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１、２に開示された技術によって抜去すべきものであると発光によっ
て案内を行ったとしても、例えば１９インチラックのスイッチングハブのように多数のジ
ャックが高密度に配置されている電子機器の場合には、案内されているものとは異なるプ
ラグを結局は抜去してしまう可能性がある。
【００１０】
　また、特許文献３に開示された技術は、プラグの誤抜去自体を防ぐことはできないため
、その抜去が誤抜去である場合、作業者は誤抜去に気付くことができない。また、抜去す
べきでないプラグに接続した電子機器の電源がオフにされてしまう。つまり、通信や動作
を本来は停止する必要のない電子機器の電源がオフにされてしまう。
【００１１】
　また、特許文献４に開示された技術は、フラットケーブルの保持が正しくなされている
ことを報知するに過ぎず、フラットケーブルの誤った取り外しを未然に防ぐことはできな
い。
【００１２】
　さらに、特許文献１～４に開示された技術のいずれも、複雑な構成であったり、既存の
ジャックやプラグの大幅な構造変更を要する。
【００１３】
　それ故、本発明の課題は、簡素な構成でモジュラープラグの誤抜去を未然に防ぐことを
可能にするプラグ検出装置を提供することである。
【００１４】
　本発明の他の課題は、上記のようなプラグ検出装置を有する電子機器を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明によれば、それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュラージャックを
有する電子機器に適用され、複数のモジュラージャック個々に対するモジュラープラグの
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挿抜状態を検出するプラグ検出装置であって、各モジュラープラグは、プラグインシュレ
ータに植設されたプラグコンタクトと、プラグインシュレータから延びるように形成され
たレバー付きロック爪とを備え、各モジュラージャックは、プラグインシュレータを受容
する受容孔部ならびにレバー付きロック爪が係合するロック壁面が形成されたジャックイ
ンシュレータと、ジャックインシュレータに植設され、挿入されたモジュラープラグのプ
ラグコンタクトと接続するジャックコンタクトとを備え、レバー付きロック爪は、ロック
壁面に係合してモジュラージャックに対するモジュラープラグの挿入状態を保持する起立
状態に付勢されている一方、モジュラープラグの挿入状態の際に伏倒状態となるように操
作されることによってロック壁面から係合解除され、これにより、モジュラージャックか
らモジュラープラグの抜去を許すものである、プラグ検出装置において、ジャックコンタ
クトとプラグコンタクトとの接続に基づいて複数のモジュラージャック個々に対するモジ
ュラープラグの挿入状態の当否を検出する複数の挿入検出器と、複数のモジュラージャッ
ク個々に挿入されたモジュラープラグのレバー付きロック爪の起立状態／伏倒状態を検出
する複数のロック検出器と、モジュラープラグのモジュラージャックへの挿入状態が前記
挿入検出器によって検出され、かつ、レバー付きロック爪の伏倒状態が前記ロック検出器
によって検出されたときに、モジュラープラグが当該モジュラージャックから抜去されよ
うとしていると判断する制御部と、複数のモジュラージャック個々について、モジュラー
プラグが抜去されようとしているとの前記制御部による判断に基づき、その旨を発光によ
って報知する複数の抜去予報知ランプとを有することを特徴とするプラグ検出装置が得ら
れる。
【００１６】
　電子機器は、複数のモジュラージャック個々に対して設けられ、複数のモジュラージャ
ック個々について各ジャックコンタクトを介した通信状況を検出する複数の通信状況検出
部と、複数のモジュラージャック個々に対して設けられ、複数のモジュラージャック個々
について通信状況を点滅によって表示する複数の通信表示ランプとをさらに有するもので
あり、前記複数の挿入検出器は、複数の通信状況検出部と兼用に構成され、前記複数の抜
去予報知ランプは、複数の通信表示ランプと兼用に構成され、複数のモジュラージャック
個々についてモジュラープラグが抜去されようとしているとの前記制御部による判断に基
づき、その旨を通信状況の表示とは異なる周期の点滅によって報知するものであってもよ
い。
【００１７】
　前記制御部は、モジュラープラグを抜去すべきモジュラージャックを示す抜去該当情報
を外部から取得し、さらに、モジュラープラグが当該モジュラージャックから抜去されよ
うとしていると判断したとき、当該モジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行う
べきものであるか／否かを前記抜去該当情報に基づいて判別し、前記抜去予報知ランプは
、モジュラープラグが抜去されようとしているとの前記制御部による判断結果と、当該モ
ジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきものであるか／否かの該制御部に
よる判別結果とに基づき、モジュラープラグが抜去されようとしている旨を、当該モジュ
ラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきものであるか／否かで周期を違えた点
滅で区別して、報知するものであってもよい。
【００１８】
　前記複数のロック検出器は、モジュラージャックのジャックインシュレータと個別かつ
単一の部材である支持部材を介して、ジャックインシュレータに取り付けられていてもよ
い。
【００１９】
　前記ロック検出器は、レバー付きロック爪の起立状態／伏倒状態を、機械動作をする接
点の接触／離脱によって検出する機械スイッチ式、検出光の透過率の低下／上昇によって
検出する光学検出式、圧電素子の検出信号によって検出する圧力検出式、あるいは、静電
容量の変化によって検出する静電容量検出式であってもよい。
【００２０】
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　また、本発明によれば、前記複数のモジュラージャックと、前記プラグ検出装置とを有
することを特徴とする電子機器が得られる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によるプラグ検出装置は、簡素な構成でモジュラープラグの誤抜去を未然に防ぐ
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例１によるプラグ検出装置が適用された電子機器としてのスイッチ
ングハブの正面図である。
【図２】本発明の実施例１によるプラグ検出装置の構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、本発明の実施例１によるプラグ検出装置の要部を示す正
面図および断面図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１によるプラグ検出装置の動作を説明するた
めの断面図である。
【図５】本発明の実施例２によるプラグ検出装置が適用された電子機器としてのスイッチ
ングハブの正面図である。
【図６】本発明の実施例２によるプラグ検出装置の要部を示す断面図である。
【図７】本発明の実施例３によるプラグ検出装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明によるプラグ検出装置は、それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュ
ラージャックを有する電子機器に適用され、複数のモジュラージャック個々に対するモジ
ュラープラグの挿抜状態を検出するものである。
【００２４】
　特に、本プラグ検出装置は、複数の挿入検出器と、複数のロック検出器と、制御部と、
複数の抜去予報知ランプとを有している。
【００２５】
　各挿入検出器は、ジャックコンタクトとプラグコンタクトとの接続に基づいてモジュラ
ージャックに対するモジュラープラグの挿入状態の当否を検出する。
【００２６】
　各ロック検出器は、モジュラージャックに挿入されたモジュラープラグのレバー付きロ
ック爪の起立状態／伏倒状態を検出する。
【００２７】
　制御部は、モジュラープラグのモジュラージャックへの挿入状態が挿入検出器によって
検出され、かつ、レバー付きロック爪の伏倒状態がロック検出器によって検出されたとき
に、モジュラープラグが当該モジュラージャックから抜去されようとしていると判断する
。
【００２８】
　各抜去予報知ランプは、モジュラープラグが抜去されようとしているとの制御部による
判断に基づき、その旨を発光によって報知する。
【００２９】
　本発明によるプラグ検出装置は、レバー付きロック爪を伏倒状態とする操作、即ち、モ
ジュラープラグを抜去するのに先立って作業者が必ず行う操作に基づいて抜去予報知ラン
プを点灯するため、作業者は、自らがモジュラープラグの抜去を行おうとしているモジュ
ラージャックを確実に知ることができる。このため、抜去すべきモジュラープラグとは異
なるモジュラープラグを抜去してしまう誤抜去を確実に防止できる。
【００３０】
　しかも、モジュラープラグがモジュラージャックからの不要な抜去を防止するために元
来備えているレバー付きロック爪を抜去の予報知にいわば流用するため、モジュラープラ
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グの構造変更は不要であり、また、モジュラージャックについてもロック検出器をジャッ
クインシュレータに具備させる程度の軽微な構造変更で済み、よって、本プラグ検出装置
は、構造が簡素である。
【００３１】
　以下、本発明のより具体的な実施例を、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００３２】
　図１を参照すると、本発明の実施例１によるプラグ検出装置は、電子機器としての１９
インチラックに対応したスイッチングハブ１００に適用され、８Ｐ８Ｃタイプのモジュラ
ージャックに対する同じく８Ｐ８Ｃタイプのモジュラープラグの挿抜状態を検出するもの
である。
【００３３】
　スイッチングハブ１００は、それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュラー
ジャック６０（Ａ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４）と、スイッチングハブ１００に電
源が供給され、動作していることを示す電源ランプ１０５と、後述する複数の通信状況検
出部と、同じく後述する複数の通信表示ランプとを有している。
【００３４】
　さらに図３（ａ）および（ｂ）ならびに図４（ａ）～（ｃ）を参照すると、モジュラー
プラグ７０は、プラグインシュレータ７１に植設されたプラグコンタクト７２と、プラグ
インシュレータ７１から延びるように形成されたレバー付きロック爪７３とを備えている
。尚、レバー付きロック爪７３は、レバー７３ａと、ロック爪７３ｂとを含んでいる。
【００３５】
　モジュラージャック６０は、プラグインシュレータ７１を受容する受容孔部６３ならび
にレバー付きロック爪７３のロック爪７３ｂが係合するロック壁面６４が形成されたジャ
ックインシュレータ６１（Ａ６１、Ｂ６１）と、ジャックインシュレータ６１に植設され
、挿入されたモジュラープラグ７０のプラグコンタクト７２と接続するジャックコンタク
ト６２とを備えている。尚、本例において、ジャックインシュレータ６１は、図１から明
らかなように、２４個並列したモジュラージャックＡ６０－１～２４に対して兼用に一体
となっている（ジャックインシュレータＡ６１）。同様に、２４個並列したモジュラージ
ャックＢ６０－１～２４に対して兼用に一体となっている（ジャックインシュレータＢ６
１）。尚、複数のモジュラージャックに対して兼用に一体となったジャックインシュレー
タとしては、本実施例の形態（１段×２４並列）に限定されない。例えば、１段×４並列
、１段×６並列、２段×４並列、２段×６並列等、種々の形態がある。これらは、電子機
器が必要とする総段数および総並列数に応じて、適宜組み合わせて用いられる。
【００３６】
　一方、モジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３は、ロック壁面６４に係合して
モジュラージャック６０に対するモジュラープラグ７０の挿入状態を保持する起立状態に
付勢されている（図４（ａ））一方、モジュラープラグ７０の挿入状態の際に伏倒状態と
なるようにレバー７３ａが操作されることによってロック壁面６４からロック爪７３ｂの
係合が解除され（図４（ｂ））、これにより、モジュラージャック６０からモジュラープ
ラグ７０の抜去（図４（ｃ））を許すものである。
【００３７】
　以上の構成は、従前のものと同様である。
【００３８】
　さらに図２を参照すると、特に、本プラグ検出装置は、複数のモジュラージャックＡ６
０－１～２４、Ｂ６０－１～２４それぞれに対して設けられた複数の挿入検出器２０（Ａ
２０－１～２４、Ｂ２０－１～２４）と、複数のモジュラージャックＡ６０－１～２４、
Ｂ６０－１～２４それぞれに対して設けられた複数のロック検出器３０（Ａ３０－１～２
４、Ｂ３０－１～２４）と、制御部１０と、複数のモジュラージャックＡ６０－１～２４
、Ｂ６０－１～２４それぞれに対して設けられた複数の抜去予報知ランプ４０（Ａ４０－
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１～２４、Ｂ４０－１～２４）とを有している。
【００３９】
　各挿入検出器２０は、ジャックコンタクト６２とプラグコンタクト７２との接続に基づ
いてモジュラージャック６０に対するモジュラープラグ７０の挿入状態の当否を検出する
。
【００４０】
　各ロック検出器３０は、モジュラージャック６０に挿入されたモジュラープラグ７０の
レバー付きロック爪７３の起立状態／伏倒状態を検出する。ロック検出器３０のレバー付
きロック爪７３の起立状態／伏倒状態の検出方式としては、起立するレバー付きロック爪
７３に押されて機械動作をする接点の接触／離脱によって検出する機械スイッチ式、起立
するレバー付きロック爪７３が検出光出射器と受光センサとの間に入り込むことによって
検出光の透過率の低下／上昇によって検出する光学検出式、起立するレバー付きロック爪
７３に押されて変化する圧電素子の検出信号によって検出する圧力検出式、あるいは、起
立するレバー付きロック爪７３がキャパシタの二電極間に入り込むことによって変化する
静電容量によって検出する静電容量検出式等を採用することができる。いずれの検出方式
も、モジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３の構造変更を伴わない。
【００４１】
　制御部１０は、モジュラープラグ７０のモジュラージャック６０への挿入状態が挿入検
出器２０によって検出され、かつ、レバー付きロック爪７３の伏倒状態がロック検出器３
０によって検出されたときに、モジュラープラグ７０がモジュラージャック６０から抜去
されようとしていると判断する。
【００４２】
　各抜去予報知ランプ４０は、ＬＥＤ等によって構成され、モジュラープラグ７０が抜去
されようとしているとの制御部１０による判断に基づき、その旨を発光によって報知する
。
【００４３】
　ここで、スイッチングハブ１００は、複数のモジュラージャックＡ６０－１～２４、Ｂ
６０－１～２４個々に対して設けられた複数の通信状況検出部と、複数のモジュラージャ
ックＡ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４個々に対して設けられた複数の通信表示ランプ
とを有している。
【００４４】
　通信状況検出部は、モジュラージャックＡ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４個々につ
いて各ジャックコンタクトを介した通信状況を検出する。通信表示ランプは、ＬＥＤ等に
よって構成され、複数のモジュラージャックＡ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４個々に
対して設けられ、モジュラージャックＡ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４個々について
通信状況を点滅によって表示する。尚、通信状況検出部、通信表示ランプは、従前のスイ
ッチングハブであっても有していることが多い構成である。
【００４５】
　そして、複数の挿入検出器２０は、複数の通信状況検出部と兼用に構成されている。ま
た、複数の抜去予報知ランプ４０は、複数の通信表示ランプと兼用に構成され、モジュラ
ージャックＡ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４個々についてモジュラープラグが抜去さ
れようとしているとの制御部１０による判断に基づき、その旨を通信状況の表示とは異な
る周期の点滅によって報知する。
【００４６】
　次に、本プラグ検出装置の動作を説明する。
【００４７】
　いま、図３（ｂ）に代表して示される複数のモジュラージャック６０に、図４（ａ）に
示されるように、モジュラープラグ７０が挿入されているとする。図４（ａ）に示される
状態では、挿入検出器２０（図２）はモジュラープラグ７０の挿入状態を検出しており、
なおかつ、ロック検出器３０（図２）はレバー付きロック爪７３の起立状態を検出してい
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る。尚、モジュラージャック６０にモジュラープラグ７０が挿入されている状態では、抜
去予報知ランプ４０（図２、図１）を兼用しているスイッチングハブ１００の通信表示ラ
ンプは、そのモジュラージャック６０を介した信号の通信状況を点滅によって表示してい
る。この点滅は、信号の通信状態に対応しており、周期的には不定周期である。
【００４８】
　ここで、スイッチングハブ１００の接続体系を変更すべく、作業者がモジュラージャッ
ク６０からモジュラープラグ７０を抜去しようとして、図４（ｂ）に示されるように、モ
ジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３を摘んで伏倒状態にする。尚、この段階で
は、モジュラージャック６０のジャックコンタクト６２とモジュラープラグ７０のプラグ
コンタクト７２とは依然として接続されているため、これらコンタクトを介した信号の通
信状態は維持されている。図４（ｂ）に示される状態では、挿入検出器２０はモジュラー
プラグ７０の挿入状態を検出しており、なおかつ、ロック検出器３０はレバー付きロック
爪７３の伏倒状態を検出する。つまり、モジュラープラグ７０のモジュラージャック６０
への挿入状態が挿入検出器２０によって検出され、かつ、レバー付きロック爪７３の伏倒
状態がロック検出器３０によって検出されたという条件を満たしているため、制御部１０
（図２）は、そのモジュラージャック６０からモジュラープラグ７０が抜去されようとし
ていると判断する。そして、そのモジュラージャック６０に対応する抜去予報知ランプ４
０（図２、図１）は、モジュラープラグ７０が抜去されようとしているとの制御部１０に
よる判断に基づき、その旨を上述した不定周期の通信状況の表示とは異なる特定の周期の
点滅によって報知する。この特定の周期は、その抜去が誤抜去である可能性もあるため、
人間が視覚的に認識し得る範囲内で比較的速い周期等、重要な報知に適した周期に設定さ
れることが好ましい。あるいは、抜去予報知ランプ４０として複数色発光可能なＬＥＤを
採用した場合には、通信状況の表示（例えば、緑色や青色）とは異なる発光色（例えば、
黄色、オレンジ色、赤色）の発光または点滅によって報知してもよい。これにより、作業
者は、自らがモジュラープラグの抜去を行おうとしているモジュラージャックを確実に知
ることができる。このため、抜去すべきモジュラープラグとは異なるモジュラープラグを
抜去してしまう誤抜去が確実に防止される。
【００４９】
　作業者は、抜去予報知ランプ４０の発光（点滅）によってモジュラープラグ７０の抜去
を行うべきモジュラージャック６０であることを認識した後、そのモジュラージャック６
０から、図４（ｃ）に示されるようにして、レバー付きロック爪７３を摘んだまま、モジ
ュラープラグ７０を抜去する。モジュラープラグ７０が抜去されると、モジュラージャッ
ク６０は、図３（ｂ）に示された状態となる。
【実施例２】
【００５０】
　本発明の実施例２によるプラグ検出装置は、モジュラージャックのジャックインシュレ
ータと個別かつ単一の部材である支持部材を介して、複数のロック検出器がジャックイン
シュレータに取り付けられている点で、実施例１と異なっている。このため、実施例２に
おける実施例１と同一または同様の部分については、同一符号を付すと共に、詳細な説明
を省略する。
【００５１】
　図５および図６を参照すると、本発明の実施例２によるプラグ検出装置は、実施例１と
同様に、電子機器としての１９インチラックに対応したスイッチングハブ１２０に適用さ
れ、８Ｐ８Ｃタイプのモジュラージャックに対する同じく８Ｐ８Ｃタイプのモジュラープ
ラグの挿抜状態を検出するものである。
【００５２】
　スイッチングハブ１２０は、それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュラー
ジャック６０’（Ａ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’）と、スイッチングハブ
１２０に電源が供給され、動作していることを示す電源ランプ１０５と、ジャックインシ
ュレータ６１’（Ａ６１’、Ｂ６１’）と個別かつ単一の部材である支持部材５０（Ａ５



(10) JP 2012-113872 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

０、Ｂ５０）と、複数の通信状況検出部と、複数の通信表示ランプとを有している。
【００５３】
　特に、実施例２において、モジュラージャック６０’は、実施例１のモジュラージャッ
ク６０とは異なり、いわゆるスリムタイプである。即ち、モジュラージャック６０’は、
プラグインシュレータ７１を受容する受容孔部ならびにレバー付きロック爪７３のロック
爪７３ｂが係合するロック壁面６４’が形成された薄型のジャックインシュレータ６１’
（Ａ６１’、Ｂ６１’）と、ジャックインシュレータ６１’に植設され、挿入されたモジ
ュラープラグ７０のプラグコンタクト７２と接続するジャックコンタクト６２とを備えて
いる。尚、薄型のジャックインシュレータを有するスリムタイプのモジュラージャックは
、電子機器の小型化に適しているとして、従前より存在するものである。
【００５４】
　薄型のジャックインシュレータ６１’は、図６から明らかなように、モジュラープラグ
７０が挿入されたとき、起立状態のレバー付きロック爪７３（のうちのレバー７３ａ）が
食み出るようになっている。薄型のジャックインシュレータ６１’は、図５から明らかな
ように、２４個並列したモジュラージャックＡ６０－１’～２４’に対して兼用に一体と
なっている（ジャックインシュレータＡ６１’）。同様に、２４個並列したモジュラージ
ャックＢ６０－１’～２４’に対して兼用に一体となっている（ジャックインシュレータ
Ｂ６１’）。
【００５５】
　一方、モジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３は、ロック壁面６４’に係合し
てモジュラージャック６０’に対するモジュラープラグ７０の挿入状態を保持する起立状
態に付勢されている一方、モジュラープラグ７０の挿入状態の際に伏倒状態となるように
レバー７３ａが操作されることによってロック壁面６４’からロック爪７３ｂの係合が解
除され、これにより、モジュラージャック６０’からモジュラープラグ７０の抜去を許す
ものである。
【００５６】
　さらに実施例１の図２を援用的に参照すると、本プラグ検出装置は、複数のモジュラー
ジャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’それぞれに対して設けられた複数
の挿入検出器２０（Ａ２０－１～２４、Ｂ２０－１～２４）と、複数のモジュラージャッ
クＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’それぞれに対して設けられた複数のロッ
ク検出器３０（Ａ３０－１～２４、Ｂ３０－１～２４）と、制御部１０と、複数のモジュ
ラージャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’それぞれに対して設けられた
複数の抜去予報知ランプ４０（Ａ４０－１～２４、Ｂ４０－１～２４）とを有している。
【００５７】
　各挿入検出器２０は、ジャックコンタクト６２とプラグコンタクト７２との接続に基づ
いてモジュラージャック６０’に対するモジュラープラグ７０の挿入状態の当否を検出す
る。
【００５８】
　各ロック検出器３０は、モジュラージャック６０’に挿入されたモジュラープラグ７０
のレバー付きロック爪７３の起立状態／伏倒状態を検出する。ロック検出器３０のレバー
付きロック爪７３の起立状態／伏倒状態の検出方式としては、起立するレバー付きロック
爪７３に押されて機械動作をする接点の接触／離脱によって検出する機械スイッチ式、起
立するレバー付きロック爪７３が検出光出射器と受光センサとの間に入り込むことによっ
て検出光の透過率の低下／上昇によって検出する光学検出式、起立するレバー付きロック
爪７３に押されて変化する圧電素子の検出信号によって検出する圧力検出式、あるいは、
起立するレバー付きロック爪７３がキャパシタの二電極間に入り込むことによって変化す
る静電容量によって検出する静電容量検出式等を採用することができる。いずれの検出方
式も、モジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３の構造変更を伴わない。
【００５９】
　特に、実施例２において、図６から明らかなように、ロック検出器３０（Ａ３０－１’
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～２４’、Ｂ３０－１’～２４’）は、支持部材５０（Ａ５０、Ｂ５０）を介して、ジャ
ックインシュレータ６１’（Ａ６１’、Ｂ６１’）に取り付けられている。支持部材５０
（Ａ５０、Ｂ５０）は、図５および図６から明らかなように、モジュラージャック６０’
（Ａ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’）のジャックインシュレータ６１’（Ａ
６１’、Ｂ６１’）と個別、かつ、単一の部材である。
【００６０】
　再び実施例１の図２を援用的に参照すると、制御部１０は、モジュラープラグ７０のモ
ジュラージャック６０’への挿入状態が挿入検出器２０によって検出され、かつ、レバー
付きロック爪７３の伏倒状態がロック検出器３０によって検出されたときに、モジュラー
プラグ７０がモジュラージャック６０’から抜去されようとしていると判断する。
【００６１】
　各抜去予報知ランプ４０は、ＬＥＤ等によって構成され、モジュラープラグ７０が抜去
されようとしているとの制御部１０による判断に基づき、その旨を発光によって報知する
。
【００６２】
　ここで、スイッチングハブ１２０は、複数のモジュラージャックＡ６０－１’～２４’
、Ｂ６０－１’～２４’個々に対して設けられた複数の通信状況検出部と、複数のモジュ
ラージャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’個々に対して設けられた複数
の通信表示ランプとを有している。
【００６３】
　通信状況検出部は、モジュラージャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’
個々について各ジャックコンタクトを介した通信状況を検出する。通信表示ランプは、Ｌ
ＥＤ等によって構成され、複数のモジュラージャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１
’～２４’個々に対して設けられ、モジュラージャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－
１’～２４’個々について通信状況を点滅によって表示する。尚、通信状況検出部、通信
表示ランプは、従前のスイッチングハブであっても有していることが多い構成である。
【００６４】
　そして、複数の挿入検出器２０は、複数の通信状況検出部と兼用に構成されている。ま
た、複数の抜去予報知ランプ４０は、複数の通信表示ランプと兼用に構成され、モジュラ
ージャックＡ６０－１’～２４’、Ｂ６０－１’～２４’個々についてモジュラープラグ
が抜去されようとしているとの制御部１０による判断に基づき、その旨を通信状況の表示
とは異なる周期の点滅によって報知する。
【００６５】
　尚、説明は省略するが、実施例２のプラグ検出装置も、実施例１と同様に動作する。
【００６６】
　実施例３においては、モジュラープラグの構造変更が不要であることに加え、さらに、
薄型のジャックインシュレータを有するスリムタイプのモジュラージャックの構造変更も
不要であり、既存の電子機器にも容易に適用できる。
【実施例３】
【００６７】
　本発明の実施例３によるプラグ検出装置は、モジュラープラグがそのモジュラージャッ
クから抜去されようとしているときに、そのモジュラージャックがモジュラープラグの抜
去を行うべきものであるか／否かを判別する点で、実施例１と異なっている。このため、
実施例３における実施例１と同一または同様の部分については、同一符号を付すと共に、
詳細な説明を省略する。
【００６８】
　実施例１を示す図１を援用的に参照すると、本発明の実施例３によるプラグ検出装置は
、実施例１と同様に、電子機器としての１９インチラックに対応したスイッチングハブ１
００に適用され、８Ｐ８Ｃタイプのモジュラージャックに対する同じく８Ｐ８Ｃタイプの
モジュラープラグの挿抜状態を検出するものである。
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【００６９】
　スイッチングハブ１００は、それぞれモジュラープラグが挿抜される複数のモジュラー
ジャック６０（Ａ６０－１～２４、Ｂ６０－１～２４）と、スイッチングハブ１００に電
源が供給され、動作していることを示す電源ランプ１０５と、後述する複数の通信状況検
出部と、同じく後述する複数の通信表示ランプとを有している。
【００７０】
　さらに図３（ａ）および（ｂ）ならびに図４（ａ）～（ｃ）を援用的に参照すると、モ
ジュラープラグ７０は、プラグインシュレータ７１に植設されたプラグコンタクト７２と
、プラグインシュレータ７１から延びるように形成されたレバー付きロック爪７３とを備
えている。尚、レバー付きロック爪７３は、レバー７３ａと、ロック爪７３ｂとを含んで
いる。
【００７１】
　モジュラージャック６０は、プラグインシュレータ７１を受容する受容孔部６３ならび
にレバー付きロック爪７３のロック爪７３ｂが係合するロック壁面６４が形成されたジャ
ックインシュレータ６１（Ａ６１、Ｂ６１）と、ジャックインシュレータ６１に植設され
、挿入されたモジュラープラグ７０のプラグコンタクト７２と接続するジャックコンタク
ト６２とを備えている。尚、本例において、ジャックインシュレータ６１は、図１から明
らかなように、２４個並列したモジュラージャックＡ６０－１～２４に対して兼用に一体
となっている（ジャックインシュレータＡ６１）。同様に、２４個並列したモジュラージ
ャックＢ６０－１～２４に対して兼用に一体となっている（ジャックインシュレータＢ６
１）。
【００７２】
　一方、モジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３は、ロック壁面６４に係合して
モジュラージャック６０に対するモジュラープラグ７０の挿入状態を保持する起立状態に
付勢されている（図４（ａ））一方、モジュラープラグ７０の挿入状態の際に伏倒状態と
なるようにレバー７３ａが操作されることによってロック壁面６４からロック爪７３ｂの
係合が解除され（図４（ｂ））、これにより、モジュラージャック６０からモジュラープ
ラグ７０の抜去（図４（ｃ））を許すものである。
【００７３】
　以上の構成は、従前のものと同様である。
【００７４】
　さらに図７を参照すると、本プラグ検出装置は、複数のモジュラージャックＡ６０－１
～２４、Ｂ６０－１～２４それぞれに対して設けられた複数の挿入検出器２０（Ａ２０－
１～２４、Ｂ２０－１～２４）と、複数のモジュラージャックＡ６０－１～２４、Ｂ６０
－１～２４それぞれに対して設けられた複数のロック検出器３０（Ａ３０－１～２４、Ｂ
３０－１～２４）と、制御部１０’と、複数のモジュラージャックＡ６０－１～２４、Ｂ
６０－１～２４それぞれに対して設けられた複数の抜去予報知ランプ４０（Ａ４０－１～
２４、Ｂ４０－１～２４）とを有している。
【００７５】
　各挿入検出器２０は、ジャックコンタクト６２とプラグコンタクト７２との接続に基づ
いてモジュラージャック６０に対するモジュラープラグ７０の挿入状態の当否を検出する
。
【００７６】
　各ロック検出器３０は、モジュラージャック６０に挿入されたモジュラープラグ７０の
レバー付きロック爪７３の起立状態／伏倒状態を検出する。ロック検出器３０のレバー付
きロック爪７３の起立状態／伏倒状態の検出方式としては、起立するレバー付きロック爪
７３に押されて機械動作をする接点の接触／離脱によって検出する機械スイッチ式、起立
するレバー付きロック爪７３が検出光出射器と受光センサとの間に入り込むことによって
検出光の透過率の低下／上昇によって検出する光学検出式、起立するレバー付きロック爪
７３に押されて変化する圧電素子の検出信号によって検出する圧力検出式、あるいは、起
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立するレバー付きロック爪７３がキャパシタの二電極間に入り込むことによって変化する
静電容量によって検出する静電容量検出式等を採用することができる。いずれの検出方式
も、モジュラープラグ７０のレバー付きロック爪７３の構造変更を伴わない。
【００７７】
　特に、実施例３において、制御部１０’は、スイッチングハブ１００にモジュラーケー
ブルを介して接続している電子機器等から、モジュラープラグを抜去すべきモジュラージ
ャックを示す抜去該当情報を取得するように構成されている。尚、制御部１０’は、取得
した抜去該当情報を少なくとも一時的に記憶するように構成されていてもよい。制御部１
０’はまた、モジュラープラグ７０のモジュラージャック６０への挿入状態が挿入検出器
２０によって検出され、かつ、レバー付きロック爪７３の伏倒状態がロック検出器３０に
よって検出されたときに、モジュラープラグ７０がモジュラージャック６０から抜去され
ようとしていると判断する。さらに、制御部１０’は、モジュラープラグがそのモジュラ
ージャックから抜去されようとしていると判断したとき、そのモジュラージャックがモジ
ュラープラグの抜去を行うべきものであるか／否かを抜去該当情報に基づいて判別する。
【００７８】
　各抜去予報知ランプ４０は、ＬＥＤ等によって構成されている。特に、実施例３におい
て、各抜去予報知ランプ４０は、モジュラープラグが抜去されようとしているとの制御部
１０’による判断結果と、そのモジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべき
ものであるか／否かの制御部１０’による判別結果とに基づき、モジュラープラグが抜去
されようとしている旨を、そのモジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべき
ものであるか／否かで周期もしくは発光色を違えた発光または点滅で区別して、報知する
。
【００７９】
　尚、そのモジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきものでないとの制御
部１０’による判別結果の場合は、そのまま抜去すると誤抜去となるため、作業者に対し
て警告として報知することが好ましい。このため、抜去予報知ランプ４０は、人間が視覚
的に認識し得る範囲内で可及的に速い周期等、警告に適した周期に設定されることが好ま
しい。あるいは、抜去予報知ランプ４０として複数色発光可能なＬＥＤを採用した場合に
は、通信状況の表示や、そのモジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきも
のであるとの制御部１０’による判別結果の場合（例えば、緑色や青色）と異なる発光色
（例えば、赤色）の発光または点滅によって警告するようにしてもよい。
【００８０】
　次に、本プラグ検出装置の動作を説明する。
【００８１】
　いま、図３（ｂ）に代表して示される複数のモジュラージャック６０に、図４（ａ）に
示されるように、モジュラープラグ７０が挿入されているとする。図４（ａ）に示される
状態では、挿入検出器２０（図２）はモジュラープラグ７０の挿入状態を検出しており、
なおかつ、ロック検出器３０（図２）はレバー付きロック爪７３の起立状態を検出してい
る。尚、モジュラージャック６０にモジュラープラグ７０が挿入されている状態では、抜
去予報知ランプ４０（図２、図１）を兼用しているスイッチングハブ１００の通信表示ラ
ンプは、そのモジュラージャック６０を介した信号の通信状況を点滅によって表示してい
る。この点滅は、信号の通信状態に対応しており、周期的には不定周期である。
【００８２】
　ここで、スイッチングハブ１００の接続体系を変更すべく、スイッチングハブ１００に
モジュラーケーブルを介して接続している電子機器等から、モジュラープラグを抜去すべ
きモジュラージャックを示す抜去該当情報が出力される。制御部１０’は、抜去該当情報
を取得する。そして、作業者がモジュラージャック６０からモジュラープラグ７０を抜去
しようとして、図４（ｂ）に示されるように、モジュラープラグ７０のレバー付きロック
爪７３を摘んで伏倒状態にする。尚、この段階では、モジュラージャック６０のジャック
コンタクト６２とモジュラープラグ７０のプラグコンタクト７２とは依然として接続され
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ているため、これらコンタクトを介した信号の通信状態は維持されている。図４（ｂ）に
示される状態では、挿入検出器２０はモジュラープラグ７０の挿入状態を検出しており、
なおかつ、ロック検出器３０はレバー付きロック爪７３の伏倒状態を検出する。つまり、
モジュラープラグ７０のモジュラージャック６０への挿入状態が挿入検出器２０によって
検出され、かつ、レバー付きロック爪７３の伏倒状態がロック検出器３０によって検出さ
れたという条件を満たしているため、制御部１０’（図７）は、そのモジュラージャック
６０からモジュラープラグ７０が抜去されようとしていると判断する。さらに、制御部１
０’は、モジュラープラグがそのモジュラージャックから抜去されようとしていると判断
したとき、そのモジュラージャックがモジュラープラグの抜去を行うべきものであるか／
否かを抜去該当情報に基づいて判別する。そして、そのモジュラージャック６０に対応す
る抜去予報知ランプ４０（図７、図１）は、モジュラープラグ７０が抜去されようとして
いるとの制御部１０’による判断結果と、そのモジュラージャックがモジュラープラグの
抜去を行うべきものであるか／否かの制御部１０’による判別結果とに基づき、モジュラ
ープラグが抜去されようとしている旨を、そのモジュラージャックがモジュラープラグの
抜去を行うべきものであるか／否かで周期もしくは発光色を違えた発光または点滅で区別
して、報知する。これにより、作業者は、自らがモジュラープラグの抜去を行おうとして
いるモジュラージャックを確実に知ることができると共に、そのモジュラージャックから
モジュラープラグの抜去を行うべきか否かを知ることができる。このため、抜去すべきモ
ジュラープラグとは異なるモジュラープラグを抜去してしまう誤抜去が実施例１よりもさ
らに確実に防止される。
【００８３】
　作業者は、抜去予報知ランプ４０の発光（点滅）によってモジュラープラグ７０の抜去
を行うべきモジュラージャック６０であることを認識した後、そのモジュラージャック６
０から、図４（ｃ）に示されるようにして、レバー付きロック爪７３を摘んだまま、モジ
ュラープラグ７０を抜去する。モジュラープラグ７０が抜去されると、モジュラージャッ
ク６０は、図３（ｂ）に示された状態となる。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　以上、本発明の実施例について説明してきたが、本発明はこれら実施例に限定されるも
ためはなく、当該特許請求の範囲に記載された技術範囲内であれば、種々の変形が可能で
あることは云うまでもない。
【００８５】
　例えば、本発明は、スイッチングハブに限らず、ルータ、電話交換機等の複数のモジュ
ラージャックを有する電子機器全般に適用可能である。また、本発明におけるモジュラー
ジャックは、米国ＡＮＳＩ／ＴＩＡ－９６８－Ａで規格されたものに限らず、レバー付き
ロック爪による抜け防止機構を持つジャックであればよく、例えば、光通信用のＬＣコネ
クタ等であってもよい。
【符号の説明】
【００８６】
　　１０、１０’　制御部
　　２０、Ａ２０－１～Ａ２０－２４、Ｂ２０－１～Ｂ２０－２４　　挿入検出器
　　３０、Ａ３０－１～Ａ３０－２４、Ｂ３０－１～Ｂ３０－２４　　ロック検出器
　　４０、Ａ４０－１～Ａ４０－２４、Ｂ４０－１～Ａ４０－２４　　抜去予報知ランプ
　　５０、Ａ５０、Ｂ５０　　支持部材
　　６０、Ａ６０－１～Ａ６０－２４、Ｂ６０－１～Ｂ６０－２４　　モジュラージャッ
ク
　　６０’、Ａ６０－１’～Ａ６０－２４’、Ｂ６０－１’～Ｂ６０－２４’　モジュラ
ージャック
　　６１、Ａ６１、Ｂ６１　　ジャックインシュレータ
　　６２　　ジャックコンタクト
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　　６３　　受容孔部
　　６４、６４’　ロック壁面
　　７０　　モジュラープラグ
　　７１　　プラグインシュレータ
　　７２　　プラグコンタクト
　　７３　　レバー付きロック爪
　　７３ａ　レバー
　　７３ｂ　ロック爪
　　１００、１２０　　スイッチングハブ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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